
　

人
権
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
生
命

や
自
由
・
平
等
を
保
障
し
、
日
常
生
活
を

支
え
て
い
る
大
切
な
権
利
で
す
。
普
段
何

気
な
く
過
ご
し
て
い
る
日
常
生
活
を
振
り

返
っ
て
、「
他
人
の
権
利
を
侵
し
て
い
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
」「
自
分
の
人
権

が
侵
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
」な
ど
、

ま
ず
は
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
人
権
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

日
ご
ろ
の
生
活
の
中
で
「
人
権
問
題
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
感
じ
た
方
や
、「
法

律
上
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
」
と
お
困
り

の
方
は
、
お
近
く
の
人
権
擁
護
委
員
ま
た

は
法
務
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
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▼
福
祉
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
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局
３
５
１
２　
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局
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心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
は
、
心
身

障
害
者
の
保
護
者
が
生
存
中
に
掛
金
を
納

付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
護
者
が
死
亡
し

た
場
合
な
ど
に
、
障
害
者
に
終
身
年
金
を

支
給
す
る
任
意
加
入
の
共
済
制
度
で
す
。

障
害
者
の
生
活
の
安
定
や
障
害
者
の
将
来

に
対
す
る
保
護
者
の
不
安
軽
減
な
ど
を
目

的
に
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
こ
の
制
度
が

改
正
さ
れ
ま
す
。
年
金
額
（
１
口
当
た
り

月
額
２
万
円
）
は
据
え
置
か
れ
ま
す
が
、

掛
金
が
表
の
と
お
り
見
直
さ
れ
ま
す
。

◉
新
規
加
入
を
お
考
え
の
方 

　

新
た
に
加
入
す
る
方
が
改
正
前
の
現
行

保
険
料
を
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
遅
く

と
も
１
月
中
に
福
祉
課
の
窓
口
で
手
続
き

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
提
出
の
遅
れ

や
書
類
の
不
備
な
ど
に
よ
り
加
入
が
４
月

以
降
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
で
も
、
新

規
加
入
者
の
額
が
適
用
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
の
で
、
加
入
を
お
考
え
の
方
は
早
め
に

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◉
そ
の
他

　

掛
金
額
の
変
更
に
伴
い
、各
種
給
付（
弔

慰
金
、
脱
退
一
時
金
）
の
金
額
も
見
直
さ

れ
ま
す
。
詳
し
く
は
福
祉
医
療
機
構
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
制
度
改
正
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
】

独
立
行
政
法
人　

福
祉
医
療
機
構
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０
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１

　

http://w
w
w
.w
am
.go.jp/w

am
/
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平
成
19
年
工
業
統
計
調
査
（
12
月
31
日

現
在
）
を
行
い
ま
す
。
12
月
か
ら
１
月
に

か
け
て
調
査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い

た
内
容
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
に
基
づ
き

秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な
記

入
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
文
書
課
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田
原
市
の
姉
妹
都
市
・
設
楽
町
の
津

具
高
原
に
あ
る
田
原
市
営
の
ペ
ン
シ
ョ
ン

「
グ
リ
ー
ン
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
は
、
１
月
16

日
（
水
）
か
ら
３
月
15
日
（
土
）
ま
で
休

業
し
ま
す
。

▼
グ
リ
ー
ン
メ
ッ
セ
ー
ジ
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人
権
週
間

12
月
４
日（
火
）〜
10
日（
月
）

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度

が
改
正
さ
れ
ま
す

製
造
事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を
！

加入時年齢 現行掛金額 改正後掛金額

35歳未満 3500円 5600円

35歳以上～40歳未満 4500円 6900円

40歳以上～45歳未満 6000円 8700円

45歳以上～50歳未満 7400円 1万600円

50歳以上～55歳未満 8900円 1万1600円

55歳以上～60歳未満 1万800円 1万2800円

60歳以上～65歳未満 1万3300円 1万4500円

■現行加入者の１口当たりの掛金額

※昭和61年３月以前に１口加入した方（加入時年齢45歳未満）については、昭和61年
４月１日現在における年齢区分による掛金額（35歳未満5600円、35歳以上～40歳
未満6900円、40歳以上～45歳未満8700円、45歳以上1万600円）となります。
※65歳以上かつ保険料払込期間を終了し、現在掛金の納付をされていない方は、引き
続き掛金の納付は要しません。

加入時年齢 改正後掛金額

35歳未満 9300円

35歳以上～40歳未満 1万1400円

40歳以上～45歳未満 1万4300円

45歳以上～50歳未満 1万7300円

50歳以上～55歳未満 1万8800円

55歳以上～60歳未満 2万700円

60歳以上～65歳未満 2万3300円

■改正後新規加入者の掛金額

ペ
ン
シ
ョ
ン・
グ
リ
ー
ン
メ
ッ
セ
ー
ジ

冬
季
休
業
の
お
し
ら
せ
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